
【よくある相談】
この契約書は何のため？
創業します！販路拡⼤したい！
（オンライン相談もOK！）

子育て・介護 など
他の誰かも大切にしながら
一歩ずつ歩んでいる方
お話しましょう！
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山梨県よろず支援拠点

甲府市南口町7-20

▼WEBフォームからお申込みください
お
問
合
せ

お
申
込
み

055-288-8400

ほっとひといき！をぜひ
 よろず支援拠点 で^^

⼭梨県よろず⽀援拠点


